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〇乳幼児保育における職員間の連携・協働及

び保護者や地域の関係機関との連携につい
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１、職員間の連携と協働 P106
（1）情報を共有する
・保育所の理念、保育目標、保育の基本方針を知っておく
・自分がいない場合の保育の状況は連絡ノートや掲示で知っておく
・不明点は上司、他職員へ確認する
（2）一緒に仕事をする人は最大の教師である
・相談をする
・良い長所は取り組む
（3）職種の違う専門職は強い味方である
・協働をすること
（4）報告・連絡・相談が信頼につながる
・情報を共有し、役割分担し、専門力を発揮する

〇職員間の連携と協働









以下のワークをしましょう（報告・連絡・相談）

〇上司に報告をしてみましょう

「園児が発熱（38度）し保護者に迎えに来てもらった」

〇保護者に連絡してみましょう

「園児が園庭で転倒し頭を打った」

〇担当クラス同僚に相談してみましょう

「園児が虐待されてる疑いがある」



MEMO



第４章 乳児保育における連携 P109
第1節 保護者とのパートナーシップ
第1章 総則

1 保育所保育に関する基本原則
(1) 保育所の役割

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員
が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所
における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。

ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会
資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域
の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。
(2) 保育の目標

イ 保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、
子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専
門性を生かして、その援助に当たらなければならない。



(3) 保育の方法

保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなけれ
ばならない。

ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握すると
ともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての
思いや願いを受け止めること。

カ 一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係
や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。

(5) 保育所の社会的責任

イ 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保
育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

ウ 保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者
の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。



2 養護に関する基本的事項

② 家庭との連携を密にし、嘱託医等との連携を図りながら、子どもの疾病や事
故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努
める。

③ 清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して子どもの
生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、子どもの発達過程等に
応じた適切な生活のリズムがつくられていくようにする。

第2章 保育の内容
(3) 家庭及び地域社会との連携

子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開さ
れるよう配慮すること。その際、家庭や地域の機関及び団体の協力を得て、地
域の自然、高齢者や異年齢の子ども等を含む人材、行事、施設等の地域の資
源を積極的に活用し、豊かな生活体験をはじめ保育内容の充実が図られるよう
配慮すること。

















第3章 健康及び安全
1 子どもの健康支援
(1) 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握

イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観
察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者
に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。看護師
等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

(2) 健康増進

イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期
的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が
子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。

※感染症・アレルギー・保育中の事故について

PW：保育中における感染症の基礎知識』





※保育園の説明
〇男児が亡くなった日は、園長と女性職員の2人が勤務。
〇午前8時頃、母親が連れてきた男児を検温すると約37度で健康状態に問題は見当たらず。
〇預かり後、男児をベッドに寝かせ、10分おきに体を触って体熱のみを確認。
〇市は認可外保育園に対し、呼吸・表情・体熱など6項目を10分おきに確認を求めている。
〇午前10時半ごろ、男児のおむつを変えようとした職員が、男児の様子に「何か変だ」と気
付き、園長に報告。園長は男児の体を触ったが、温かかった。呼吸の確認はしてない。
〇午後0時15分ごろ、男児の母親が迎えに来た為、職員と園長が男児を確認すると、体は
うつぶせで、顔が横を向いている状態。
〇顔色が悪く、検温すると約34～35度。この時点で初めて男児が呼吸しているかどうかを
確認すると、「なかった」という。

〇胸に手を当てて心拍を確認したため、「ぐっすり寝ていたのだろう」と考え、おむつを取り
換えてシャワーを浴びさせた。（このとき、男児の目と口が少し開いていた）
〇その後、母親に男児を渡したところ、母親が「亡くなっている」と慌てて消防に通報。

〇園長は「呼吸が確認できなかった時点で消防に通報するべきだった。判断は誤りだった」
〇園長は保育士として20年以上の勤務経験があるが、「危機意識が足りず、必要な業務を
怠って大変なことになった」と声を落とした。



全体の３０％が預けはじめから１週間以内のごく初期に起きてい
て、１か月以内に起きた突然死は全体の半数に上っていた

預けはじめに乳児の突然死が多いのは何故か？

〇PW参照「預け初めに多い突然死」



(3) 疾病等への対応
ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じ
て、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相
談し、適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門

性を生かした対応を図ること。
イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、
必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保
護者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関
する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。
看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の
診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、
関係機関と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこ
と。看護師や栄養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応
を図ること。





学校給食での誤食事故

2012年12月東京都調布市立の小学校で、給食後に食物アレルギーのある５年生の
女児が死亡しました。原因はアレルギーによるアナフィラキシーショック注１）とみられま
した。女児は乳製品にアレルギーがありましたが、女児がおかわりを求めた際に担任
教諭は食べられない食材が記入された一覧表を確認しないまま、チーズ入りのチヂミ
を渡していました。女児が食後に気分が悪い旨を訴え、症状が悪化したため、校長が
14分後に女児のもっていたエピペン（アナフィラキシーの症状を和らげるアドレナリン
自己注射製剤）を注射しました。その後、救急車で病院に搬送されましたが、女児は
心肺停止になりました。
学校給食での誤食事故はその後もたびたび起きています。2014年7月秋田市立の
小学校では給食のキーマカレーを食べた小学2～3年の児童3人が、顔面紅潮やせき
などのアレルギー症状を起こし、うち2人は病院に運ばれました。3人はいずれも牛乳
アレルギーがあり、1名は持参していた抗アレルギー剤を服用し、2名はエピペンを養
護教諭らが注射して対応しました。職員が誤ってキーマカレーに予定のなかったスキ
ムミルクを使用したことが原因となりました。



※エピペンを使用すべき症状（アナフラシキー）















※協働の為に保育者に求められる事 P１１１参照

〇受容的な態度で保護者への寄り添う
〇育児不安への保護者への専門性を生かした助言
〇保育所選択の際の対応で不安を取り除く
〇園児の登校園時の温かな対応と連携
〇保護者との面談等を通しての助言等
〇平等に保護者と関わる事
〇業務上知りえた個人情報の守秘義務

※家庭との連携具体例 テキストP１１４ 参照



●家庭との連携具体例

①ホームページ②保育園見学④新入園児面接⑤園庭・遊戯室解

放の利用⑥保育参加⑦給食試食会⑧個別面接⑨クラス懇談会

⑩保育者参加行事<保育参加・春の遠足・夏祭り・運動会・発表会・

卒業式・修了懇談会>⑪朝夕送迎時の連絡⑫個人別連絡帳

⑬園だより⑭行事や活動のお知らせ<５歳児対象のいちご狩り・プラ

ネタリウム見学・芋ほり遠足・お別れ遠足・大根堀り等>⑮保健だより

⑯給食だより ⑰離乳食指導⑱アレルギー児対応⑲掲示文の張り出

し<感染症の発症・災害時の発生時>⑳電子メール㉑投薬依頼書

㉒登園届㉓意見書（意見箱）の回収

その他、保護者意見の徴収・保護者相談支援など



●家庭との連携 事例① 連絡帳



家庭との連携 事例② 保育参加



家庭との連携 事例② 保育参加



●家庭との連携 事例③ 保護者懇談会



●家庭との連携 事例④ 保育士体験



●家庭との連携 事例⑤ 園だより



●家庭との連携 事例⑤ 保健だより



●家庭との連携 事例⑥ 給食だより



<考えてみよう>

１、4月に入園した２歳１か月のA子ちゃん。朝に登園すると、床

にゴロンと寝そべっている事が多い。昼食では、急いで口にほ
おばり他児より食欲はあるように見える。言葉は、単語（ママ・
まんま等）を２～３語話す程度である。
Aちゃんには、どのような支援や連携が求められるか、考えて
みよう。



第2節 地域の関係機関との連携 P115
１、子育て支援・虐待対応の専門である児童相談所・子ども家庭支援センターとの
連携
（1）児童相談所
〇0歳から17歳までの者を対象に養護相談、保健相談、心身障害相談、非行相談
等、子どもに関するあらゆる相談指導を実施

〇障害児の為の手帳の判定
〇子どもと家庭を支援する多くの専門員を有している機関
〇虐待の通報があった場合の安否確認、家庭調査、一時保護、家庭の立ち入り調
査の権限

（2）子ども家庭センター
〇各自治体が設置、地元に密着した機関
〇虐待の通報を受けたときは、安否確認、家庭調査を実施し必要な手立てを
行う



２、発達支援の専門機関である児童発達支援センター・児童発達支援事業所との
連携 P115

（1）児童発達支援センター
〇通所利用の障害児、その家族に対する支援を行う
〇地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設（保育所等）への訪
問支援

〇障害児相談支援等を実施、地域の療育機関
（2）児童発達支援事業所
〇障害児への支援を目的とし、日常生活の自立支援・機能訓練・遊び学びの場の
提供

〇自治体独自の相談窓口を設けており、自治体ごとに利用可能な期間は異なる

３、就学支援を行う小学校・教育機関との連携
〇小学校への就学支援、連携の実施
〇親が希望する就学先の支援



４、その他の支援機関・保健所・保健センター・福祉事務所との連携 P116
（1）保健所
〇都道府県、政令都市、中核市に設置
〇地域の公衆衛生を中心とした施設
〇人口動態統計、地域保健に関わる統計
〇栄養改善、食品衛生
〇伝染病の予防、水質検査
〇医療、薬事、精神保健
〇障害のある子どもの療育
（2）保健センター
〇市町村ごとに設置
〇母子健康事業を妊娠から出産迄
〇「こんにちは乳児訪問事業」乳児家庭全戸訪問事業
〇4か月児童訪問相談
〇乳幼児健診、母親教室、健康相談、家庭訪問指導等を実施
（３）福祉事務所 〇福祉に関わる様々な相談（各種手当・生活保護相談）



Ⅷ、乳幼児保育の課題

１、家庭での子育ての課題
〇地域子育て支援事業、一時預かり事業、利用者支援事業等の認知度の低さ
〇子どもが、「親の大事な子ども」から「地域の大事な子ども」となり、気軽に親
が助けを求められるような環境作りを

２、保育所の課題
（１）保育所の機能と課題
①入所する子どもの保育をすること
②入所する子どもの保護者の支援
③地域の子育て家庭に関する支援
〇以上の３点であるがこの３点についての課題がある
①入所する子どもの保護者の支援⇒
延長保育、夜間保育、休日保育、年末保育、障害児保育、病児病後児保育の
実施



②地域の子育て家庭に関する支援⇒緊急保育、一時保育、リフレッシュ保育、
育児相談、栄養相談、園舎・園庭解放の実施
〇課題 保育所環境の整備（物的環境・人的環境<人不足>）

（２）待機児童問題
〇女性の社会進出や経済的理由による、共働き家庭の増加
〇家庭環境の多様化による、保育所を必要とする子育て家庭の増加
〇待機児童は、１・２歳が多く、0歳を含む待機児童は、待機児童の85％を占める







児童虐待最多20万件超ネグレクト、死亡78人も
2021/08/27 12:22 朝日新聞デジタル

昨年度に児童相談所が対応した虐待の相談件数は20万件を超え、
過去最多を更新したことが分かりました。 厚生労働省によりますと、昨
年度に全国220カ所の児童相談所が受けた虐待の相談は20万5029件
で、このうち6割は無視や暴言など心理的な虐待でした。 新型コロナウ
イルスの感染拡大による緊急事態宣言で一斉休校となったことが影響
し、これまで増加傾向だった学校や幼稚園からの相談は前の年よりも
減りました。 去年3月までの1年間に虐待を受けて死亡した子どもは78
人で、主な加害者の半数以上が実の母親でした。 多くなってきている
「ネグレクト」について厚労省は、外から見えにくく支援を届けにくいこと
が最大の課題としています。







野田小4女児虐待事件 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

野田小4女児虐待事件とは、2019年1月に千葉県野田市で起こった、小4女児が両親の虐待が原因
で死亡した疑いのある事件。

容疑者の1人である被害者の母親に対しては、2019年6月26日に懲役2年6ヶ月（保護観察付き執行
猶予5年）の判決が下され[1]後日確定[2]、残る父親に対しては2020年3月現在、刑事裁判が進行中。

【概要】 2019年1月、小4女児の父親の通報で駆けつけた救急隊員が、自宅浴室で女児が倒れてい

るのを発見し[3]、のちに自宅で死亡が確認された[4]。女児は父親から首付近を鷲づかみにされる、冷
水のシャワーを浴びせられる、髪を引っ張られるなどの暴行を受けた疑いがあり[4]、その後、千葉県警
は1月25日に父親を[4][3]、2月4日に母親を[5]、傷害の容疑でそれぞれ逮捕した。女児には痣があり、

その痣は腹部など服の上から見えない部分に集中していた[6]ため、父親が虐待が発覚しないように暴
力を加える箇所を選んでいた可能性があるとみて捜査が行われた[7]。父親の供述によれば、休まず
に立たせる暴行は13時間に渡って続いたと報じられている[8]。母親の供述によれば、死亡する2日前
には父親が女児を起こして立たせ、眠らせないことがあったとされる[6]。2月9日には、スマートフォンで

撮影したとみられる、女児が泣いている姿が映った動画が父親の所持していた記録媒体から発見され
たことが明かされた[9]。2018年8月には浴室内で女児に排便をさせ、その排泄物を手に持たせて携帯

で写真を撮影している[10]。

2019年3月6日、千葉地方検察庁は父親を傷害致死罪と傷害罪で、母親を傷害ほう助罪でそれぞれ
起訴した。起訴の時点では2人の罪状の認否は明らかにされていない[11]。
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●2020年3月19日、父親の裁判員裁判で、千葉地裁は懲役16年（求刑懲役18年）の判決を言い渡した[12]。

●2020年3月31日付で、父親は1審判決を不服として東京高裁に控訴した[13]。

女児のアンケート[編集]

女児は2017年11月6日に野田市の小学校で行われたアンケートに、「お父さんにぼう力を受けています。
夜中に起こされたり、起きているときにけられたり、たたかれたりしています。先生、どうにかできません
か。」と自由記入欄に回答していた[14]。そのため、柏児童相談所が2017年ごろに被害者を一時保護して
いた[15]。

だが、このアンケートのコピーを女児に無断で、野田市教育委員会は父親に激しく要求されたという理由
のみで父親に渡していた[16]。

柏児童相談所は、虐待のリスクが高くなったのにもかかわらず、女児を施設から自宅へ戻すことを決定し
ていたことが明らかとなった[17]。

自分への手紙[編集]

女児は4年生の10月に、4年生末時点の「自分への手紙」を学校で書いていた。それは「五年生になっても
そのままのあなたでいて下さい。未来のあなたを見たいです。あきらめないで下さい。」との言葉で締めくく
られていたが1月に死亡したため、実際に本人が受け取ることはなかった[18]。
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園児への暴行容疑で元保育士３人を逮捕
静岡・裾野市の保育園虐待問題で＝静岡県警

さくら保育園に家宅捜索に入る静岡県警の捜査員＝静岡県裾野市公文名で2022年12月4日午前8時13分、石川宏撮影©毎日新聞提供

静岡県裾野市の私立の認可保育園「さくら保育園」で、1歳児クラスの園児の足をつか
んで逆さづりにしたなどとして、県警裾野署は4日、この保育園に勤めていたいずれも
元保育士の三浦沙知（30）＝同県沼津市岡宮、小松香織（38）＝裾野市平松、服部理
江（39）＝同県長泉町上土狩＝の3容疑者を暴行の疑いで逮捕した。 毎日新聞 R412／４

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%9C%92%E8%99%90%E5%BE%85-%E5%85%83%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB3%E4%BA%BA%E3%82%92%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E5%AE%B9%E7%96%91%E3%81%A7%E9%80%AE%E6%8D%95/ar-AA14SkGP?ocid=msedgntp&cvid=f3c826ef394a4722b76677054bcb5a8f&fullscreen=true#image=1




改正虐待防止法成立 「親の体罰禁止」「児相介入強化」
◆改正法のポイント

〇親権者や里親らは児童のしつけに際し、体罰を加えてはならない。

（民法の懲戒権の在り方は、施行後２年をめどに検討）

〇児童相談所で一時保護など「介入」対応をする職員と、保護者支援をす

る職員を分けて、介入機能を強化。

〇学校、教育委員会、児童福祉施設の職員に守秘義務を課す。

〇ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）対応機関との連携も強化。

〇都道府県などは虐待した保護者に対して医学的・心理学的指導を行うよ

う行うよう努める。

〇児相の児童福祉司に過剰な負担がかからないよう人口や対応件数を考慮

し体制を強化。

〇転居しても切れ目ない支援をするため、転居先の児相や関係機関と速や

かに情報共有。









（３）３歳未満児の保育時間の長時間化

〇朝夕保育・延長保育についての問題
・朝夕の保育は当番の保育士が実施しており、必ずしも固定の保育者が担当す
るわけではないという点
〇３歳未満児の心身の負担についての問題
・長時間保育所で生活する子どもは、夕方になると疲れが出てくる
・イライラして友達のトラブルが増える
・体調を崩して、発熱等の症状につながる事がある
・無理のない生活リズム、子どもの興味関心を中心にした遊びの充実等を考えた
保育を心がける事



３、認定こども園の課題

（１）保育の一元化の問題
〇子ども子育て新制度により、子育て支援の場として位置付けられ、より一層大きな
役割を担った保育の在り方を見直す必要がある

（２）乳児保育の場所の拡大
〇認定こども園では、3歳児を保育する施設が増加しているとういう点
・始めて乳児を保育することになる為、保育所での乳児保育を学び、実践に繋げて行
くげて行く必要がある
・乳児保育の経験が薄い為、質の向上の問題
（３）子育て支援の充実
〇子育て支援の実施義務（認定こども園法第2条第12項）
・子育て支援を積極的に取り組んで行く事が義務として位置づけられている支援業務
への努力
・園の保護者と地域の保護者への両方の支援の提供
・地域の保護者には、子育て相談や助言、養育が困難になった子どもの一時預かり
子育て提供等



４、幼稚園の課題
（１）未就学児保育の保育実践
〇幼稚園教諭は、乳児保育の経験がないことが課題
〇３歳未満児に対し、以上児での集団に向けての行動を見据えた保育をし
ていく事

（２）未就学児保育の場所の確保
〇幼稚園の子育て支援としての場所の確保
〇未就学児の安全の確保

５、地域型保育の課題
（１）保育者に対する研修等の保育の質の向上
〇無資格保育者がいる事での保育の質の低下の怪訝
（２）卒園後の保育の場所の確保
〇３歳以降の保育の場所の確保
〇いずれ転園しなくてはならない為、不安を抱えながら保護者が通う



６、乳児院の課題と現状

（１）乳児の生活の基本となる食事に関わる問題
〇栄養士・調理員、また生活は保育士と分担となっており、生活の営みを一度
に目にするような生活面の経験が乏しくなる

（２）母子関係の引き離しによる、子どもの発達に関わる問題
〇愛着形成の時期に母子分離を2回経験する事になる

（３）子育て支援センターとしての役割と保育の質の確保
〇短期入所制度、ショートステイ事業、トワイライトステイ事業等の実施の為、
24時間機能する為、職員の保育担当の工夫













































（１）子どもの事故には発達に応じた特徴があることを知る
（２）重症や命の危険につながる転落、誤飲による窒息、溺水、やけどには特に注意
（３）事故の予防には想像力を働かせる
●大人用ベッドやソファーからの転落だけでなく、ベッドと壁の間に挟まれることがある
大人用ベッドやソファーには寝かせたまま、放置しない
●ベビーベッドの柵は常にあげる
●子の身長の 1.5 倍以上の高さに子どもを置かない
●階段には転落防止の柵を付ける
●床面から 1ｍ以下の高さの場所に、口にしそうなもの、倒れそうなものを置かない、子ども
が触れないよう工夫、低い場所の扉や引き出 しは簡単に開かないように工夫
●子どもの入浴中は眼を離さない
●子どもが小さいうちは浴槽に残り湯をしない
●火や電気、熱い飲み物や食べ物など、火傷を負う危険性があるものには子どもを近づけ
ない

（４）事故の対策はこまめに見直す
（５）事故が起きて受診を迷ったら、専門の窓口に相談
（６）電話相談や受診のときは、事故が起きたときの状況（エピソード）を伝える

※乳幼児の事故予防について




